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入 札 公 告

次 の とお り 一般 競 争入 札 に 付し ま す。

令 和 ７年 11月 21日

分 任 支出 負 担行 為 担当 官 九 州地 方 整備 局

熊 本河 川 国道 事 務所 長 和田 賢哉

◎調 達 機関 番 号 020 ◎ 所 在地 番 号 43

１ 調 達内 容

(1) 品 目 分 類番 号 26

(2) 調 達 件 名及 び 数量

熊 本 河川 国 道事 務 所庁 舎 外 ５箇 所 で使 用 する 電

気（ 電 子調 達 シス テ ム対 象 案 件）

① 熊 本 河川 国 道事 務 所庁 舎

契 約 電力 221kW

予 定 使用 電 力量 1,408,000kWh

② 阿 蘇 国道 維 持出 張 所庁 舎

契 約 電力 24kW

予 定 使用 電 力量 132,000kWh

③ 緑 川 下流 出 張所 庁 舎及 び 野 田堰 管 理所

契 約 電力 41kW

予 定 使用 電 力量 218,000kWh
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④ 内 田 川排 水 機場

契 約 電力 27kW

予 定 使用 電 力量 94,000kWh

⑤ 阿 蘇 立野 ダ ム管 理 所

契 約 電力 32kW

予 定 使用 電 力量 214,000kWh

⑥ 二 重 峠ト ン ネル

契 約 電力 318kW

予 定 使用 電 力量 902,000kWh

た だし 、 各 月の 契 約電 力 は当 該 需 要場 所 にお け

る そ の１ 月 の最 大 需要 電 力 と前 11ヶ月 の 最大 需

要 電 力の う ち、 い ずれ か 大 きい 値 とす る 。

(3) 調 達 件 名の 特 質等 入札 説 明 書に よ る。

(4) 納 入 期 間

令和 ８ 年４ 月 １日 か ら 令和 10年３ 月 31日 迄

(5) 納 入 場 所 入 札説 明 書に よ る 。

(6) 入 札 方 法 入 札金 額 は、 各 者 にお い て設 定

す る契 約 電力 に 対す る 単 価（ ｋ Ｗ単 価 、同 一

月 にお い ては 単 一の も の とす る 。） 及 び使 用

電 力量 に 対す る 単価 （ ｋ Ｗｈ 単 価夏 季 料金 と
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そ の他 季 料金 等 の設 定 が ある 場 合は 、 それ ぞ

れ の単 価 を記 載 する こ と 。そ の 他の 割 引料 金

等 があ る 場合 は その 内 訳 を併 せ て記 載 する こ

と 。） 及 び蓄 熱 電力 量 に 係る 割 引が あ る場 合

は 割引 単 価（ kWh単価 ） を入 札 書 に記 入 する こ

と 。ま た 、落 札 決定 に あ たっ て は、 当 事務 所

が 提示 す る契 約 電力 及 び 予定 使 用電 力 量の 総

価 を比 較 対象 と する の で 、単 価 と合 わ せて 総

価 を入 札 書に 記 入す る こ と。

なお 、 入札 書 に記 載 す る金 額 の算 定 にあ た

っ ては 、 力率 割 引又 は 割 増、 発 電費 用 等に 係

る 燃料 価 格変 動 の調 整 額 、離 島 ユニ バ ーサ ル

サ ービ ス 調整 額 及び 電 気 事業 者 によ る 再生 可

能 エネ ル ギー 電 気の 調 達 に関 す る特 別 措置 法

に 基づ く 賦課 金 は考 慮 し ない こ とと す る。

落札 決 定に あ たっ て は 、入 札 書に 記 載さ れ

た 金額 に 当該 金 額の 100分の 10に 相当 す る額 を

加 算し た 金額 （ 当該 金 額 に１ 円 未満 の 端数 が

あ ると き は、 そ の端 数 金 額を 切 り捨 て た金 額

と する 。 ）を も って 落 札 価格 と する の で、 入
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札 者は 消 費税 及 び地 方 消 費税 に 係る 課 税事 業

者 であ る か免 税 事業 者 で ある か を問 わ ず、 見

積 もっ た 契約 希 望金 額 の 110分 の 100に 相当 す

る 金額 を 記載 し た入 札 書 を提 出 する こ と。

(7) 電 子 調 達シ ス テム （ ＧＥ Ｐ Ｓ ）の 利 用

本 調達 案 件は 、 競争 参 加 資格 確 認申 請 書及 び

そ の添 付 書類 （ 以下 「 申 請書 等 」と い う。 ）

の 提出 、 入札 及 び契 約 を 電子 調 達シ ス テム で

行 う対 象 案件 で ある 。 な お、 電 子調 達 シス テ

ム によ り がた い 場合 は 、 紙入 札 方式 参 加願 、

紙 契約 方 式承 諾 願を 提 出 する も のと す る。

２ 競 争参 加 資格

次 に 掲げ る 条件 を 満た し て いる 者 であ る こと 。

(1) 予 算 決 算及 び 会計 令 第 70条 及 び第 71条の 規

定に 該 当 しな い 者で あ るこ と 。

(2) 開 札 ま でに 令 和７ ・ ８・ ９ 年 度一 般 競争

（ 指名 競 争） 参 加資 格 （ 全省 庁 統一 資 格）

「 物品 の 製造 」 又は 「 物 品の 販 売」 の Ａ、 Ｂ 、

Ｃ 又は Ｄ 等級 に 格付 け さ れた 九 州・ 沖 縄地 域

の 競争 参 加資 格 を有 す る 者で あ るこ と 。
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一般 競 争（ 指 名競 争 ） 参加 資 格（ 全 省庁 統

一 資格 ） の申 請 の時 期 及 び場 所 につ い ては 、

「 競争 参 加者 の 資格 に 関 する 公 示」 （ 令和 ７

年 ３月 31日付 官 報） に 記 載さ れ てい る 時期 及

び 場所 で 申請 を 受け 付 け る。

(3) 会社 更 生法 （ 平成 14年 法律 第 154号 ） に基

づ き更 生 手続 開 始の 申 し 立て が なさ れ てい な

い 者又 は 民事 再 生法 （ 平 成 11年 法律 第 225号 ）

に 基づ き 再生 手 続開 始 の 申し 立 てが な され て

い ない 者 （競 争 参加 者 の 資格 に 関す る 公示 に

基 づく 再 申請 の 手続 き を 行っ た 者を 除 く。 ）

で ある こ と。

(4) 競 争 参 加資 格 確認 申 請書 及 び その 添 付書 類

（ 以下 「 申請 書 等」 と い う。 ） の提 出 期限 の

日 から 開 札の 時 まで の 期 間に 、 九州 地 方整 備

局 長か ら 指名 停 止を 受 け てい な いこ と 。

(5) 警 察 当 局か ら 、暴 力 団が 実 質 的に 経 営を 支

配 する 者 また は これ に 準 ずる も のと し て、 国

土 交通 省 発注 工 事等 か ら の排 除 要請 が あり 、

当 該状 態 が継 続 して い る 者で な いこ と 。
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(6) 事 業 協 同組 合 とし て 申請 書 を 提出 し た場 合 、

そ の構 成 員は 、 単体 と し て申 請 書等 を 提出 し

て いな い こと 。

(7) 電 気 事 業法 第 ２条 の ２の 規 定 に基 づ き小 売

電気 事 業 の登 録 を受 け てい る 者 であ る こと 。

(8) 入 札 説 明書 の 交付 を 直接 受 け た者 で ある こ

と。

(9) 省 CO2化 の要 素 を考 慮 する 観 点 から 、 入札

説明 書 に 記載 す る基 準 を満 た す こと 。

３ 入 札書 の 提出 場 所等

(1) 入 札 書 及び 申 請書 等 の提 出 場 所、 契 約条 項

を 示す 場 所及 び 問い 合 わ せ先

〒 861-8029 熊本 市 東区 西 原 １ -12-１

国土 交 通省 九 州地 方 整 備局 熊 本河 川 国道 事

務所 経理 課 契約 係

電 話 096-382-1127 内線 226

(2) 入 札 説 明書 の 交付 方 法、 交 付 期間

① 交 付 方法

電子 調 達シ ス テム （ 調 達ポ ー タル ） によ り

交付 す る。 （ 質問 回 答 等を 、 電子 調 達シ ス
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テム の 調達 資 料ダ ウ ン ロー ド 機能 を 用い て

行う た め、 資 料の ダ ウ ンロ ー ドの 際 に「 ダ

ウン ロ ード し た案 件 に つい て 訂正 ・ 取消 が

行わ れ た際 に 更新 通 知 メー ル の配 信 を希 望

する 」 にチ ェ ック を 入 れる こ と。 ）

ただ し 、や む を得 な い 事由 に より 、 電子 調

達シ ス テム に より 入 手 が出 来 ない 場 合は 、

上記 ３ （１ ） に問 い 合 わせ る こと 。

② 電 子 調達 シ ステ ム の ＵＲ Ｌ

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/

③ 交 付 期間

令 和 ７ 年 11月 21日 か ら令 和 ７ 年 12月 22日 迄

(3) 電 子 調 達シ ス テム 、 持参 、 郵 送等 又 は電 子

メ ール に よる 申 請書 等 の 提出 期 限

令 和 ７ 年 12月 22日 17時 00分

(4) 電 子 調 達シ ス テム 、 持参 ・ 郵 送等 に よる 入

札 書の 提 出期 限

令 和 ８ 年１ 月 16日 17時 00分

(5) 開 札 の 日時 及 び場 所

令 和 ８ 年１ 月 19日 10時 00分

https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/
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熊 本 河 川国 道 事務 所 入 札 室

４ そ の他

(1) 契 約 手 続に お いて 使 用す る 言 語及 び 通貨

日 本 語 及び 日 本国 通 貨に 限 る 。

(2) 入 札 保 証金 及 び契 約 保証 金 免除

(3) 競 争 参 加資 格 の確 認 のた め 入 札者 に 要求 さ

れる 事 項

本 調 達 案件 の 入札 に 参加 を 希 望す る 者は 、

分任 支 出 負担 行 為担 当 官の 交 付 する 入 札説 明

書に 基 づ く申 請 書等 を 上記 3(3)に示 す 提出 期

限ま で に 上記 3(1)に 示 す場 所 に提 出 しな け

れば な ら ない 。 また 、 開札 日 の 前日 ま での 間

にお い て 申請 書 等の 内 容に 関 す る分 任 支出 負

担行 為 担 当官 か らの 照 会が あ っ た場 合 には 、

説明 し な けれ ば なら な い。

な お 、 上記 2(2)に 掲 げる 一 般 競争 （ 指名 競

争） 参 加 資格 （ 全省 庁 統一 資 格 ）を 有 して い

ない 者 も 申請 書 等を 提 出す る こ とが で きる が 、

競争 に 参 加す る ため に は、 開 札 まで に 当該 資

格の 認 定 を受 け 、且 つ 競争 参 加 資格 の 確認 を
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受け て い なけ れ ばな ら ない 。

(4) 落 札 対 象

申 請 書 等は 、 分任 支 出負 担 行 為担 当 官に お

いて 競 争 参加 資 格が 確 認さ れ た 入札 書 のみ を

落札 対 象 とす る 。

(5) 入 札 の 無効

競 争 に 参加 す る資 格 を有 し な い者 、 入札 に

関す る 条 件に 違 反し た 者及 び 入 札者 に 求め ら

れる 義 務 を履 行 しな か った 者 の した 入 札は 無

効と す る 。

(6) 契 約 書 作成 の 要否 要

(7) 落 札 者 の決 定 方法 予算 決 算 及び 会 計令 第

79条 の 規 定に 基 づい て 作成 さ れ た予 定 価格 の

制限 の 範 囲内 で 最低 価 格を も っ て有 効 な入 札

を行 っ た 者を 落 札者 と する 。 ま た、 原 則と し

て、 当 該 入札 の 執行 に おい て 入 札執 行 回数 は

２回 を 限 度と す る。 な お、 当 該 入札 回 数ま で

に落 札 者 が決 定 しな い 場合 は 、 原則 と して 予

算決 算 及 び会 計 令第 99条の ２ の 規定 に 基づ く

随意 契 約 には 移 行し な い。
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(8) 手 続 き にお け る交 渉 の有 無 無

(9) 本 調 達 案件 に 関す る 詳細 は 入 札説 明 書に よ

る。

５ Summary

(1) Official in charge of disbursement of

the procuring entity: WADA Kenya Dir-

ector General of Kumamoto Office of Ri-

ver and National Highway, Kyusyu Regio-

nal Development Bureau

(2) Classification of the products to be

procured: 26

(3) Nature and quantity of the products to

be purchased:

① Electricity to use in The Kumamoto o-

ffice of River and National Highway

② Electricity to use in The Aso Mainte-

nance Branch Office of National Highw-

ay

③ Electricity to use in The Midorikawa

Downstream Branch Office and The Noda
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Weir Control Office

④ Electricity to use in The Uchidagawa

Drainage Pump Station

⑤ Electricity to use in The Aso-Tateno

Dam Management Office

⑥ Electricity to use in The Tunnel of

Futaenotouge

(4) Fullfillment period: From 1 April 2026

through 31 March 2028

(5) Fullfillment place: as in the tender

documentation

(6) Qualification for participating in the

tendering procedures: Suppliers eligible

for participating in the proposed tender

are those who shall:

① not come under Article 70 and 71 of

the Cabinet Order concerning the Budge-

t, Auditing and Accounting

② have Grade Ａ , Ｂ ,Ｃ or Ｄ on "manu-

facture of products" or "sale of produ-
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cts" in Kyusyu・ Okinawa Area in terms

of the qualification for participating

in tenders by Ministry of Land, Infras-

tructure, Transport and Tourism (single

qualification for every ministry and

agency)

③ not have failed a petition for the

commencement of reorganization proceed-

ings under the Corporate Reorganization

Act or the commencement of rehabilitat-

ion proceedings under the Civil Rehabi-

litation Act(except those who have done

the procedure of reapplication under

the notification of the competing part-

icipation qualification)

④ not be under suspension of nominati-

on by Director General of Kyusyu Regio-

nal Development Bureau from time-limit

for the tender to Bid Opening

⑤ not be the person that a gangster i-
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nfluences management substantially or

the person who has exclusion request

from Ministry of Land,Infrastructure,T-

ransport and Tourism is continuing sta-

te concerned

⑥ when an application is submitted as

a business cooperative association,its

members must not submit an application

individually

⑦ have registered as a retail electric

enterprise in accordance with Article

2-2 of the Electricity Utilities Indu-

stry Law

⑧ who should have receive the tender

documentation directly

⑨ from the perspective of considering

CO2 reduction,the criteria specified in

the bid manual must be satisfied

(7) Time-limit for submission of certific-

ate： 17:00 22, December, 2025
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(8) Time-limit for tender： 17:00 16, Janu-

ary, 2026

(9) Contact point for the notice : Accoun-

ting Section, Kumamoto Office of River

and Natinal Highway, Kyushu Regional Bu-

reau, Ministry of Land,Infrastructure,T-

ransport and Tourism,1-12-1, Nishibaru,

Higashiku Kumamoto City,Kumamoto

861-8029 Japan, TEL 096-382-1127 ex.226


